
那珂川市

那珂川市国民保護計画変更の概要について

変更概要資料



【市町村】
国民保護計画
・市町村長が策定

・都道府県知事に協議関係機関の代表者等
からなる市町村国民
保護協議会に諮問

「基本指針」、「国民保護計画」及び「国民保護業務計画」の構成

【国】
国民の保護に関する基本指針（１７年３月） （最終変更 ２９年１２月）

・国民保護の実施に関する基本的な方針
・国民保護計画及び業務計画の作成の基準

・想定される武力攻撃事態の類型（着上陸攻撃、ゲリラ攻撃、ミサイル攻撃、航空機攻撃）
・類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

【福岡県】
国民保護計画(３０年)
・都道府県知事が策定

・内閣総理大臣に協議（総務大臣経由）

関係機関の代表者
等からなる都道府県
国民保護協議会に
諮問

【指定地方公共機関】
国民保護業務計画
・都道府県知事に報告

【指定公共機関】
国民保護業務計画
・内閣総理大臣に報告
（指定行政機関の長経由）

【指定行政機関】
国民保護計画

・指定行政機関の長が策定
・内閣総理大臣に協議



武力攻撃事態の４類型

① 着上陸侵攻

② 航空機による攻撃

③ 弾道ミサイル攻撃

④ ゲリラ・コマンドゥー

緊急対処事態の４類型

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
（原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破等）

② 多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃が行われ

る事態
（ターミナル駅や列車の爆破等）

③ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
（炭疽菌やサリンの大量散布等）

④ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態
（航空機による自爆テロ等）



国民の保護に関する国、都道府県及び市町村の役割
国（武力攻撃事態等対策本部） 都道府県（対策本部） 市町村（対策本部）

・警報の発令 ・警報の市町村への通知

是正

（閣議で設置） （閣議で指定）（閣議で指定）
・警報の伝達

避
難

住

民
（

協
力
）

・避難措置の指示
（要避難地域、避難先地域等）

・避難の指示
（避難経路、交通手段等）

・避難の指示の伝達
・避難住民の誘導
（消防等を指揮、警察・自
衛隊等に誘導を要請）

指定公共機関、指定地方公共機関
（放送事業者による警報等の放送、運送事業者による住民・物資の輸送、日本赤十字社による救援の
協力、電気・ガス等の安定的な供給）

対策本部における総合調整
対策本部における

総合調整
対策本部における

総合調整
総合調整の要請

総合調整

措置の実施要請措置の実施要請

・国民生活の安定

総合調整の要請

総合調整

・救援（収容施設の供与、炊き
出し、医療等）

・救援に協力・救援の指示救
援 是正

・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施・大規模又は特殊な武力攻撃災
害（NBC攻撃等）への対処

・消防武
力
攻
撃
災
害
へ
の

対
処

・武力攻撃災害への対処の指示

・応急措置の実施

・緊急通報の発令

・生活関連等施設の安全確保

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携


